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和
歌
山
県
最
低
賃
金
の
改
正

令
和
6
年
（
2
0
2
4
年
）
10
月
1

日
（
火
）
か
ら
和
歌
山
県
最
低
賃
金
は
時

間
額
9
8
0
円
と
な
り
ま
す
。
最
低
賃

金
は
、
最
低
賃
金
法
に
基
づ
き
国
が
賃
金

の
最
低
限
度
と
し
て
定
め
た
も
の
で
、
使

用
者
は
最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
を
労
働
者

に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
低

賃
金
法
違
法
に
つ
い
て
は
罰
則
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
和
歌

山
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
ま
た
は
最

寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
最
低
賃
金
は
常
用
労
働
者
だ
け
で
は
な

く
、
臨
時
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
の
呼
称
や
労
働
者
の
年
齢
に
関

わ
ら
ず
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。

※
最
低
賃
金
に
は
精
皆
勤
手
当
・
通
勤
手

当
・
家
族
手
当
・
時
間
外
手
当
・
賞
与

な
ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の

地
域
別
（
ま
た
は
特
定
）
最
低
賃
金
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

※
鉄
鋼
業
に
つ
い
て
は
、
和
歌
山
県
鉄
鋼

業
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
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下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
ま
す

下
水
道
は
、
各
家
庭
の
ト
イ
レ
や
台
所

な
ど
か
ら
排
水
さ
れ
る
水
を
処
理
セ
ン

タ
ー
で
安
全
で
き
れ
い
な
水
に
処
理
し
、

川
に
放
流
し
て
い
ま
す
。

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
が

整
備
さ
れ
た
区
域
に
お
住
ま
い
で
、
ま
だ

下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、

早
期
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

下
水
道
課

災
害
時
協
力
井
戸
の
募
集

近
年
多
発
し
て
い
る
大
規
模
災
害
時

に
、 

水
道
が
長
時
間
ス
ト
ッ
プ
し
た
場

合
、
生
活
用
水
を
確
保
す
る
こ
と
が
非
常

に
困
難
で
す
。 

そ
こ
で
町
内
の
井
戸
を

「
災
害
時
協
力
井
戸
」
と
し
て
登
録
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
災
害
に
よ
る
断
水
時
に
活

用
で
き
る
制
度
で
す
。
登
録
井
戸
の
場
所

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
井
戸
を

所
有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
登
録
に
ぜ
ひ
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
災
害
時
協
力
井
戸
と
は
？

井
戸
の
所
有
者
の
善
意
で
、
災
害
時
の

断
水
の
際
、
無
償
で
共
用
さ
せ
て
い
た
だ

く
も
の
で
す
。
生
活
用
水
（
ト
イ
レ
や
清

掃
な
ど
）
の
使
用
に
限
り
ま
す
。

●
登
録
で
き
る
井
戸

・
町
内
に
所
在
し
屋
外
な
ど
で
使
用
し
や

す
い
場
所
に
あ
る
こ
と
。

・
災
害
時
に
無
償
で
井
戸
水
の
提
供
が
で

き
る
こ
と
。

・
井
戸
水
を
汲
み
上
げ
る
た
め
の
ポ
ン

プ
、
ま
た
は
つ
る
べ
な
ど
が
つ
い
て
い

る
こ
と
。

・
町
民
な
ど
に
周
知
で
き
る
よ
う
、
井
戸

の
所
在
地
な
ど
必
要
な
井
戸
情
報
の
公

表
に
同
意
で
き
る
こ
と
。

・
認
識
し
や
す
い
場
所
に
町
か
ら
配
布
す

る
標
識
（
看
板
）
を
掲
示
で
き
る
こ
と
。

●
登
録
ま
で
の
流
れ

①
登
録
申
出
書
を
水
道
課
に
提
出
。

②
井
戸
の
現
地
調
査
。（
希
望
さ
れ
る
方

を
対
象
に
水
質
検
査
を
行
い
ま
す
。
水

質
検
査
は
、
登
録
決
定
す
る
際
の
１
回

の
み
で
す
。）

③
登
録
通
知
書
の
送
付
・
登
録
標
識
（
登

録
看
板
）
の
設
置
。

④
登
録
情
報
の
公
表
。

問

水
道
課

標識のデザイン
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